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Ｈ29.4.3 

 名瀬労働基準監督署 

TEL 0997-52-0574 
FAX 0997-52-6869 

労災かくしは犯罪です。 

労災事故があった場合は、所轄の労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出してください。労災事故に健康保険は使えません。 

労働基準関係法令 

各種様式集 
（http://kagoshima-roudo

ukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

hourei_seido_tetsuzuki/h

ourei_youshikishu.html） 

鹿児島労働局ＨＰ 

（ http://kagoshima-ro

udoukyoku.jsite.mhlw.

go.jp/） 

職場のあんぜんサイト 

（http://anzeninfo.mhlw.go.jp/） 
■労働災害統計  ■災害事例 

■リスクアセスメントの実施支援システム 

■化学物質    ■免許・技能講習 

あんぜんプロジェクト 
（http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/） 

労働災害のない日本を目指してともに活動して

いただけるメンバーを募集しています。 

働き方・休み方改善ポータルサイト 
～ 効率的に働いてしっかり休むために ～ 

企業の皆様が自社の社員の働き方・休み方の改

善に是非ご活用ください。 

（http://work-holiday.mhlw.go.jp/） 

働く人の 

メンタルヘルス 

ポータルサイト 

「こころの耳」 
（http://kokoro.mhlw.go.jp/） 

 

鹿児島県の最低賃金 

1時間715円 
(http://kagoshima-roudoukyok

u.jsite.mhlw.go.jp/library/k

agoshima-roudoukyoku/jirei_t

oukei/pamphlet_leaflet/roudo

u_kizyun/saitin/saitin.pdf) 

 

「労基署だより」は、労働局ホームページ（http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/kantoku/naze-rouki.html）に掲載しています。

 

 

労働安全衛生法に基づく各種免許試験のうち、下表に係る学科試験が奄美大島で実

施されます。この機会をとらえて、必要な免許の取得をよろしくお願いします。 

 

試験日 試験の種類 試験時間 試験場 

平成29年 

6月4日(日) 

○ 第一種衛生管理者  9:30～12:30 県立奄美高等学校 

(奄美市名瀬古田町

1-1) 

※試験当日のみの
連絡先:090-8689-4071 

○ 第二種衛生管理者 13:30～16:30 

 潜水士 10:00～15:30 

★ 移動式クレーン運転士 13:30～16:30 

 二級ボイラー技士 13:30～16:30 

(注) 1 ○印の試験は、受験資格を要するものです。 

   2 ★印の試験は、別途実技試験を伴うものです。 

   3 試験については、試験場(高校)に問い合わせをしないでください。 

受験申請書の受付期間:平成29年4月3日(月)～17日(月)(土日を除く)必着 

(取扱い時間 9:00～12:00,13:00～16:00) 

受付先:公益社団法人 鹿児島県労働基準協会 大島支部 

      (所在地 〒894-0026 奄美市名瀬港町15-1 紬会館5F) 

      (電話  0997-53-5487) 

☆☆ 奄美地区出張特別試験のお知らせ ☆☆ 
3年に1回の出張試験です 

 

 

 

雇用保険のうち、失業等給付に係る雇用保険料率について、平成29年4月1日

から労働者負担・事業主負担ともに1/1,000ずつ引き下げること等を内容とする雇

用保険法等の一部を改正する法律が成立しました。なお、雇用保険二事業の保険料

率については、引き続き3/1,000です。具体的には下表のとおりとなりますので、

労働者負担分の控除等誤りがないようによろしくお願いします。 

 

平成29年度の雇用保険料率 
  

負担者 

 

事業の 

種類 

① 

労働者負担

(失業等給

付の保険料

率のみ) 

② 

事業主負担 

 ①＋② 

雇用保険料率 

失業等給

付の保険

料率 

雇用保険

二事業の

保険料率 

一般の事業 
3/1,000 6/1,000 3/1,000 3/1,000 9/1,000 
4/1,000 7/1,000 4/1,000 3/1,000 11/1,000 

農林水産・清

酒製造の事業 

4/1,000 7/1,000 4/1,000 3/1,000 11/1,000 
5/1,000 8/1,000 5/1,000 3/1,000 13/1,000 

建設の事業 
4/1,000 8/1,000 4/1,000 4/1,000 12/1,000 
5/1,000 9/1,000 5/1,000 4/1,000 14/1,000 

※枠内の下段は平成28年度の雇用保険料率 

☆☆ 雇用保険料の料率が下がります ☆☆ 
平成29年4月1日から 
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